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意見項目 意見内容 

１．超高速ブロードバンド

基盤の未整備エリア（約

１０％の世帯）における

基盤整備の在り方につ

いてどのように考える

か。 

インフラ整備については国が大株主の NTT のみに限定すること

なく、各種関係の大企業や中小企業の参画ができるようにする

べきと考える。インフラ整備に係わる企業数が増えれば、本事業

の推進による地方経済の活性化の効果が期待できる。 

２．超高速ブロードバンド

の利用率（約３０％）を向

上させるためには、低廉

な料金で利用可能となる

ように、事業者間の公正

競争を一層活性化する

ことが適当と考えられる

が、ＮＴＴの組織形態の

在り方も含め、この点に

ついてどのように考える

か。 

 

インフラ整備率が９０％であるにも関わらず、利用率が３０％とい

うのは、生活に直結した使いやすいサービスが無いからだと考え

る。                         

地方経済が活性化されるような利活用促進策を検討実施し、料

金やサービス内容がユーザーの目線にあった新しい光ブロード

バンドサービスの開発により、利用メリットが実感できることが利

用率の向上に欠かせない。                                                           
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